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｢生物系特定産業技術研究支援センター｣の沿革

「生研センター｣運営方針

○1962年（昭和37年）10月

○1986年（昭和61年）10月

　○1996年（平成8年）

○2003年（平成15年）10月

○2006年（平成18年）4月

○2011年（平成23年）10月

「特殊法人農業機械化研究所」設立

「特別認可法人生物系特定産業技術研究推進機構」発足
（特殊法人農業機械化研究所を改組）

基礎的研究業務開始

「独立行政法人農業技術研究機構」と統合し、「独立行政法人農業・生物系特
定産業技術研究機構  生物系特定産業技術研究支援センター」発足

「独立行政法人農業工学研究所」、「独立行政法人食品総合研究所」及び「独
立行政法人農業者大学校」と統合し、「独立行政法人農業・食品産業技術総合
研究機構　生物系特定産業技術研究支援センター」（略称「生研センター」）
発足

東京事務所を移転し、民間研究促進業務、基礎的研究業務を生研センター本
部で実施

①農林漁業、飲食料品製造業やたばこ製造業など、生物又は生物機能の成果に依存する産業で
用いられる技術であって、②生物の機能等に密接に関連する試験研究を必要とする技術であり、バイ
オテクノロジー、作物の栽培管理や家畜の飼育、食品の加工技術の改善のための新素材、メカトロ
ニクス等を応用する技術開発を含みます。

（ ）従来の農業機械化促進業務に加え民間研究促進業務（出・融資事業）を追加し、
東京事務所を設置

生物系特定産業技術とは

　生研センターの使命は、生物系特定産業技術の研究の高度化と我が国農業の構造改革に不可欠な農業
の機械化の促進にあります。
　この使命の達成のため、生研センターは、以下の中期目標の下に、バイオテクノロジー等に関する民間の
研究開発の支援、競争的研究資金を活用した基礎的研究の支援、農業機械分野における共同研究の実施な
どの事業を展開し、産学官連携の拠点として、生命の世紀、環境の世紀といわれる21世紀の食料問題、環
境問題などの解決に寄与していきます。

生物系特定産業技術に関する民間研究の支援

　平成22年3月に閣議決定された新たな「食料・農業・農村基本計画」を研究面から支える「農林水産研究基本計画」
等の生物系特定産業技術の開発に関する国の施策を実現する方策の一つとして、生物系特定産業技術に関する民
間の研究開発を促進するため、実用化段階の試験及び研究を民間企業等に委託する事業を行います。
　また、民間研究開発の支援等により産学官の連携を推進するため、共同研究のあっせん・相談活動の実施、情報交
流の場の提供、生物系特定産業技術に関する情報の収集・整理・提供等の業務を実施します。

生物系特定産業技術に関する基礎的研究の推進

　「農林水産研究基本計画」等の生物系特定産業技術の開発に関する国の施策を実現する方策の一つとして、生物
系特定産業技術に関する基礎的な研究開発を促進します。

農業機械化の促進に関する業務の推進
　農業機械化の促進に資するため、食料・農業・農村基本計画及び「農林水産研究基本計画」を踏まえつつ、
農業機械化促進法に基づき、農業機械に関する試験研究や検査・鑑定等の業務を総合的かつ効率的に実
施します。
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「生研センター｣の概要
○名　称

○所在地

生物系特定産業技術研究支援センター（略称　生研センター）
Bio-oriented Technology Research Advancement Institution（BRAIN）

○業　務

○組織図

本 部

附 属 農 場

〒331-8537 埼玉県さいたま市北区日進町1丁目40番地2
TEL（048）654-7000（代表）　FAX（048）654-7129

〒365-0013 埼玉県鴻巣市境1389番地
TEL（048）569-0521　FAX（048）569-3162

※平成17年度まで実施していた出・融資事業は、株式の処分及び貸付債券の管理・回収などを行う
　特例業務として実施しています。

民間研究促進業務

基礎的研究業務

農業機械化促進業務

企業等の生物系特定産業技術に関する実用化のための試験研究の促進業務

提案公募による生物系特定産業技術に関する基礎的研究等の業務

農業機械化促進法に基づく農業機械化促進のための試験研究等の業務

民間研究促進業務 基礎的研究業務 農業機械化促進業務



※民間実用化研究促進事業は、平成22年度を持って新規
課題の募集を終了しました。現在、継続している課題のみ
実施しています。





① 農林水産物の生産力向上・食料安定供給 
② 食の安全確保 
③ 地球温暖化への対応とバイオマスの利活用 
④ 農林水産業の６次産業化、国産農林水産物の消
費拡大等に資する農林水産物・食品の高品質・
高機能化 

⑤ 新分野創出のための生物機能利用技術開発 
⑥ 生物及び生態系の機能の解明及び高度利用 
⑦ 国際的な食料・環境・エネルギー問題への寄与 



　平成19年度に採決された課題について継続し
て事業を実施しています。

■その他
　本事業は中小企業技術革新制度（日本版SBIR）の「特定
補助金等」として指定されています。

　平成 19 年度に採決された課題について継続
して事業を実施しています。
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